
（別紙） 

令和７年度高年齢者就業機会確保事業 

（シルバー人材センター事業）執行方針 

 
Ⅰ 基本的事項 

１ 高年齢者就業機会確保事業（シルバー人材センター事業）は、高年齢者等の雇用の安定

等に関する法律（昭和 46年法律第 68 号。以下「高齢法」という。）第 36 条に基づく補助

事業であり、シルバー人材センター連合（以下「シルバー連合」という。）に対して高年

齢者就業機会確保事業費等補助金（シルバー人材センター事業分）及び雇用開発支援事業

費等補助金（シルバー人材センター事業分）（以下まとめて「シルバー補助金」という。）

を交付するものである。 

  シルバー補助金は、地方公共団体が応分の補助を行うことを前提に、シルバー連合本部

（以下「連合本部」という。）及びシルバー連合の活動拠点（以下「活動拠点」という。）

ごとに、国庫補助対象経費の２分の１の額かつ国の予算の範囲内において（補助単価限度

額を設ける。）交付することを基本とする。ただし、地方公共団体からの国庫補助対象経

費に係る補助金の総額（以下「地公体補助額」という。）が、国が予定する補助単価限度

額の総額に達しない場合は、国の補助単価限度額にかかわらず、地公体補助額を上限にシ

ルバー補助金を交付する。 

２ シルバー補助金の交付を受けるシルバー連合は、一般社団法人又は一般財団法人とし、

原則として公益法人会計基準に従い、適切な会計処理を行うこととする。 

３ シルバー人材センターの機能強化とこれを支える自主的運営基盤の確立に向け、シル

バー補助金が交付されるシルバー連合は、引き続き、その運営の効率化、運営基盤の強化

に努めることとする。 

４ シルバー補助金は、平成 13 年 11 月１日付厚生労働省発職高第 170 号厚生労働事務次

官通知の別紙「高年齢者就業機会確保事業費等補助金（シルバー人材センター事業分）及

び雇用開発支援事業費等補助金（シルバー人材センター事業分）交付要綱」（以下「交付

要綱」という。）のほか本執行方針に基づき交付する。 

５ シルバー補助金に関する書類は、都道府県労働局長を経由して厚生労働本省へ提出す

ることとする。また、シルバー補助金に関して厚生労働大臣等から通知を行う場合は、都

道府県労働局長を経由してシルバー連合等へ通知することとする。 

６ シルバー補助金の交付は、都道府県労働局長を通じて行うこととする。 

７ シルバー補助金を活用して取得した財産については、補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律及び交付要綱第 15 条に基づき、適切な取扱いを行うものとする。 

８ 新規に国庫補助対象とする活動拠点の基準は、交付申請時において、令和７年４月１日

から令和８年３月 31 日において、活動拠点の会員（以下「会員」という。）数 100 人以上

かつ年間就業延人員数 5,000 人日以上が見込めるところとする。 

９ 活動拠点における年度途中の国庫補助開始又は国庫補助終了は、別表１に定める方法

によりそれぞれ算定する。  



 

Ⅱ 運営費 

１ 国庫補助対象経費は、交付要綱「別表」中の「１ 区分 運営費」「２ 種目 人件費

及び管理費」「４ 対象経費」とし、運営費補助単価限度額（以下「運営費限度額」とい

う。）及び運営費限度額の格付けは、別表１及び２のとおりとする。 

２ 運営費補助金（以下「運営費」という。）は、連合本部及び活動拠点ごとの総額におい

て、上記１の運営費限度額以下とする。 

３ シルバー連合ごとの人件費の総額は、別表１に定める方法で算定した運営費補助人件

費限度額以下とする。 

なお、人件費の対象は、常勤固有職員のみとする。 

※ 常勤固有職員とは、期間の定めがなく、直接採用されている常勤職員をいう。 

４ 広域の国庫補助対象活動拠点における運営費の額は、運営費限度額の 1.5 倍を限度額

とする。 

なお、令和７年度途中に広域となる場合、当該年度は適用しない。 

 

Ⅲ 契約見直しに係る説明対応事業に関する運営費配分について 

フリーランス新法の趣旨を踏まえて、フリーランスに位置づけられる会員がフリーラン

ス新法による保護を受け、安心して就業できる環境を整備するために行う契約方法の見直

しについて、民間企業等の発注者に対する丁寧な説明に努め、理解を得ていくために必要な

人員的支援により、円滑な事業運営を図るため、以下のとおり運営費補助金の配分を行う。 

なお、運営費補助人件費限度額に加算しても差し支えない。 

１ 国庫補助対象経費は、交付要綱「別表」中の「１ 区分 運営費」「２ 種目 人件費

及び管理費」「４ 対象経費」とするが、「２ 種目 管理費」においては、「諸謝金（基

本給）」「諸謝金（特別給与）」「諸謝金（諸手当）」「賃金（基本給）」「賃金（特別給与）」

「賃金（諸手当）」「社会保険料」「法定福利費」「福利厚生費」「職員退職給与引当金」「退

職金掛金」「雑役務費」に限るものとし、補助金の額は当該事業に係る国庫補助対象経費

の２分の１以下の額かつ別表１により定める補助単価限度額以下とする。 

 

Ⅳ 介護分野就業機会促進事業 

  介護分野就業機会促進事業は、活動拠点において、人手不足となっている介護分野にお

ける周辺業務の切り出しを行い、介護分野の担い手として会員である高齢者に対して新

たな就業機会を提供するものである。 

  本事業の国庫補助対象経費は、交付要綱「別表」中の「１ 区分 事業費」「２ 種目 

介護分野就業機会促進事業」「４ 対象経費」とし、補助金の額は別表１により定める補

助単価限度額以下とする。 

 

Ⅴ 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 

高齢者活用・現役世代雇用サポート事業は、連合本部及び活動拠点が、人手不足分野・



 

Ⅵ  その他 

１  市町村合併に伴う活動拠点の統合等に係る補助金の取扱いについては、別添「市町村合  

併に伴う活動拠点の統合等に係る運営費補助単価限度額の取扱いについて」参照のこと

。 ２  本執行方針は、令和７年４月１日から適用する。 

３  交付申請期限は、令和７年６月 13 日とする。 

到達日（都道府県労働局長が受理した日）が申請期限を越えた場合には、原則として交  

付決定を行わないので、必ず期限を厳守すること。 

 

現役世代を支える分野で高齢者に就業する機会を提供し、①高齢者の生活の安定、生きが

いの向上、健康の維持・増進、②企業の人手不足の解消、③地域社会の維持・発展等を推

進するものである。 

１ 国庫補助対象経費は、交付要綱「別表」中の「１ 区分 事業費」「２ 種目 高齢者

活用・現役世代雇用サポート事業」「４ 対象経費」とし、補助金の額は、連合本部及び

活動拠点ごとに、別表１により定める補助単価限度額以下とする。 

なお、本事業と他の費目間との振替及び流用は認めない。 

２ 国庫補助対象の支部（支所）を有する活動拠点において、交付要綱第５条、第６条及び

第 11条に定める手続きを行う際は、本事業分の経費は本部（本所）にのみ計上し、支部

（支所）には計上しないこととする。 

３ 本事業の補助単価限度額については、広域又は市町村合併による激変緩和措置の対象

団体についての加算倍率は適用しないものとする。 

なお、交付要綱第７条により、「交付申請書が到達した日から起算して、原則として１

月以内に内容を審査し、交付決定の通知をする」こととしているため、都道府県労働局長

は、内容の審査等を経て、遅くとも交付申請書受理後１週間以内に厚生労働大臣へ進達す

ること。 

４ 国庫補助対象の支部（支所）を有する活動拠点においては、サポート事業を除き、支部

（支所）にも補助単価限度額を適用するものとする。 

５ 変更交付に係る事務処理については、別途連絡することとする。 

６ シルバー補助金の額は、交付要綱第４条の別表の第２欄に定める種目ごとに千円未満

切り捨てとする。 



別表１ 

 

１ 連合本部及び活動拠点の補助単価限度額 

 

（１）運営費補助単価限度額（単位：千円） 

区分 Ａ Ｂ Ｃ 新規 

補助単価限度額 ７，３２９ ５，３３９ ３，９２２ ３，９２２ 

・ 区分については、別表２の【運営費補助単価限度額区分】によることと

し、年度途中に国庫補助開始（又は終了）した場合は、該当する区分の運

営費補助単価限度額（以下「運営費限度額」という。）を 12 月で除した額

に、事業を実施する（又は実施した）月数を乗じた額を限度額とする（千

円未満切り捨て）。 

※ 広域又は市町村合併による激変緩和措置の対象団体については、上

記により算出した運営費限度額に加算倍率を乗じた額を限度額とする。

（千円未満切り捨て）。 

ただし、市町村合併による激変緩和措置の対象団体のうち、別添「市

町村合併に伴う活動拠点の統合等に係る運営費補助単価限度額の取扱

いについて」の【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】により

丈比べを行う活動拠点であって、「統合前格付限度額の総額」を適用す

る場合は、当該額とする。 

 

（２）運営費補助人件費限度額【シルバー人材センター連合全体の限度額】 

シルバー人材センター連合（以下「シルバー連合」という。）ごとに、次の

条件により算出した額を運営費補助人件費限度額とする。 

《条件》 

・ シルバー連合内の連合本部及び活動拠点の該当する区分別人件費算定額

（以下「算定額」という。）の合計額。 

・ 区分については、別表２の運営費補助単価限度額区分による区分を適用

することとし、年度の途中で国庫補助を開始（又は終了）した場合、該当

する区分の算定額を 12 月で除した額に、事業を実施する（又は実施した）

月数を乗じた額を限度額とする（千円未満切り捨て）。 

※ 広域による加算対象団体又は市町村合併による激変緩和措置の対

象団体については、上記により算出した算定額に加算倍率を乗じた額

（千円未満切り捨て）とする。 

ただし、市町村合併による激変緩和措置の対象団体のうち、別添「市

町村合併に伴う活動拠点の統合等に係る運営費補助単価限度額の取



扱いについて」の【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】によ

り丈比べを行う活動拠点であって、「統合前格付限度額の総額」を適

用する場合は、当該額とする。 

【区分別人件費算定額】（単位：千円） 

区分 Ａ Ｂ Ｃ 新規 

人件費算定額 ５，５１７ ４，１００ ２，６８３ ２，６８３ 

 

（３）運営費補助単価限度額の加算 

・ 区分に応じた運営費補助単価限度額について、更なる活動拠点の会員（以

下「会員」という。）の拡充に向け、以下のとおり、令和６年 11 月末日の

会員数を前年同日に比べて増加させた割合（小数点第４位以下切り捨て）

に応じて加算する。連合本部においては、管轄する活動拠点の全会員数に

対する平均増加割合に応じて加算する。なお、運営費補助人件費限度額に

加算しても差し支えない。 

【会員数の増加割合に応じた加算額】（単位：千円） 

会員増加割合 3.9%未満 3.9-4.4% 4.5-5.0% 5.1-5.7% 5.8%以上 

加算額 ０ ８００ ９００ １，０００ １，２００ 

 

 ・ 更に、特に女性会員獲得に向け、以下のとおり、令和６年 11 月末日の女

性会員数を前年同日に比べて増加させた割合（小数点第４位以下切り捨て）

に応じて加算する。連合本部においては、管轄する活動拠点の全女性会員

数に対する平均増加割合に応じて加算する。なお、運営費補助人件費限度

額に加算しても差し支えない。 

【女性会員数の増加割合に応じた加算額】（単位：千円） 

会員増加割合 2.0%未満 2.0-2.2% 2.3-2.5% 2.6-2.8% 2.9%以上 

加算額 ０ ６０ １００ ２００ ４００ 

 

・ 更に、直近の取組のみならず、継続的な会員確保の取組により顕著な実

績をあげている連合本部及び活動拠点の取組を推進する観点から、令和５

年度における粗入会率（60 歳以上人口における会員数の割合）が全国平均

である 1.59％の倍（3.18％）以上である活動拠点にあっては、区分に応じ

た運営費補助単価限度額について、以下の額を加算する。連合本部におい

ては、管轄区域における 60 歳以上人口に占める活動拠点の会員数の割合が



全国平均の倍以上である場合に加算する。なお、運営費補助人件費限度額

に加算しても差し支えない。 

【高い入会率を維持している場合の加算】（単位：千円） 

加算額 

５００ 

 

・ 更に、安全就業を促進する観点から、令和５年度における度数率（100

万時間当たりの事故発生数に基づく災害率）、強度率（1,000 時間当たりの

災害によって失われた損失日数に基づく事故の危篤さを示す災害率）とも

に０であった活動拠点にあっては、区分に応じた運営費補助単価限度額に

ついて、以下の額を加算する。連合本部においては、管轄する全活動拠点

が当該加算対象となる場合に加算する。なお、運営費補助人件費限度額に

加算しても差し支えない。 

【安全就業に関する成果が顕著な場合の加算額】（単位：千円） 

加算額 

３００ 

 

・ 更に、各地の多種多様な取組の横展開や好事例の共有及び事務局機能の

向上を図る観点から、連続する期間が１ヵ月以上の出向又は連続する期間

が５日以上の研修を他連合本部及び活動拠点間で実施する場合、受け入れ

先、送り出し先いずれにも、区分に応じた運営費補助単価限度額について、

以下の額を加算する。ただし、連合本部及び活動拠点ごとに受け入れ、送

り出しそれぞれ延べ３人分までとする。 

また、多種多様な取組の横展開の更なる向上を図る観点から、送り出し

先拠点が新規事業の立ち上げ計画のために、出向・研修を実施し、計画に

即した新たな事業の立ち上げを実施した送り出し拠点に対して加算を行う

こととする。なお、運営費補助人件費限度額に加算しても差し支えない。 

【他連合・拠点間での出向又は研修を実施する場合の加算】（単位：千円） 

 
出向 研修 

出向・研修の成果としての事

業立ち上げ（１事業分当たり） 

加算額 ５００ １００ ３００ 

 

（４）シルバー人材センター契約見直しにかかる説明対応事業 

・ フリーランス新法の趣旨を踏まえて、シルバー人材センターにおける契



約方法の見直しを順次行っているところ、この見直しの内容について民間

企業等の発注者に対する丁寧な説明に努め、理解を得ていくことが重要な

取組となることから、発注者への説明を専門に行う者を配置するシルバー

連合本部及び活動拠点に対し、その実施に従事する者に係る経費として以

下の区分（※１）に掲げる補助単価限度額を上限に配分する。 

 

※１ 区分は、別表２の【運営費補助単価限度額区分】によることとする。 

【発注者への説明を専門に行う者を配置する場合】（単位：千円） 

区分 Ａ Ｂ Ｃ 新規 

補助単価限度額 ５，０００ ４，５００ ４，０００ ４，０００ 

 

（５）介護分野就業機会促進事業 

・ 身体介護などを行う介護従事者のバックアップとなるような周辺業務を

切り出し、介護事業所に当該業務の発注の提案を行う介護プランナーを配

置し、介護分野における新たな就業先を創出する取組を連合本部及び活動

拠点で実施する場合には、１団体当たり 370 千円を上限に配分する。 

・ 過去１年以上にわたり仕事の受注がない介護事業所から、介護プランナ

ー等が介護事業の周辺業務を受注し、会員に就業機会を提供した場合に支

払われる配分金相当をトライアル奨励金として、１団体当たり 400 千円を

上限に配分する。 

  また、過去１年以内に仕事の受注があった介護事業所であっても、過去

に受注した業務と異なる周辺業務の受注である場合には配分を認める。 

   

 

（６）高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 

  ① 活動拠点の補助単価限度額 

    令和５年度及び４年度の事業実績（※）に応じて、次のアからカまで

の項目に付与される基礎ポイントの合計値を、「５」で除して得た値を加

算減算率とし、令和６年度の高齢者活用・現役世代雇用サポート事業（以

下「サポート事業」という。）の補助単価限度額に乗じて得た額を補助単

価限度額とし、これを上限に配分する。 

※ 原則として、「シルバー人材センター事業 統計年報」（公益社団法

人全国シルバー人材センター事業協会作成）に基づく。 

   ア 会員数の伸び率 

     令和５年度の会員数を、令和４年度の会員数で除して伸び率を算出

し、別表３－１の該当する基礎ポイントを付与する。 



   イ 就業実人員の伸び率 

     令和５年度の就業実人員を、令和４年度の就業実人員で除して伸び

率を算出し、別表３－２の該当する基礎ポイントを付与する。 

   ウ 受注件数の伸び率 

     令和５年度の受注件数を、令和４年度の受注件数で除して伸び率を

算出し、別表３－３の該当する基礎ポイントを付与する。 

   エ 就業実人員１人当たりの月平均就業日数 

     令和５年度の就業延人員（人日）を、令和５年度の就業実人員、12 月

で除して１人当たりの月平均就業日数を算出し、別表３－４の該当す

る基礎ポイントを付与する。 

   オ 就業実人員１人当たりの月平均就業日数の伸び率 

     令和５年度の就業実人員１人当たりの月平均就業日数を、令和４年

度の同日数で除して伸び率を算出し、別表３－５の該当する基礎ポイ

ントを付与する。 

なお、令和５年度の就業実人員１人当たりの月平均就業日数（④の

実績）が 8.5 日以上の場合は、伸び率に関係なく 1.1 ポイントを付

与する。 

   カ 加算ポイント 

     アからオまでのすべての項目において、良好（基礎ポイント 1.0 以

上）である場合、加算ポイントとして 1.0 を付与する。 

 

なお、令和６年度にサポート事業の交付を受けていない活動拠点及び

令和７年度から国庫補助対象となった活動拠点（国庫補助の対象となる

支部（支所）を持つ活動拠点にあっては、当該支部（支所）を除く。）

については、2,500 千円を補助単価限度額とし、これを上限に配分する。 

 

② 連合本部の補助単価限度額 

連合本部が管轄する活動拠点の加算減算率の合計値を、管轄する国庫

補助の対象となる活動拠点数で除して得た値を連合本部の加算減算率と

し、これを令和６年度のサポート事業の補助単価限度額に乗じて得た額

を補助単価限度額とし、これを上限に配分する。 

 

（注）国庫補助の対象となる支部（支所）を持つ活動拠点については、

本部（本所）と支部（支所）を併せて１つの活動拠点として取り扱

うこととし、当該本部（本所）の「① 活動拠点の補助単価限度額」

を適用する。この場合において、アからオまでの各項目の基礎ポイ

ントの付与に係る実績については、本部（本所）と全ての支部（支

所）の合計実績により算定する。 



（注）年度途中に国庫補助を開始する場合、補助単価限度額は、2,500

千円を 12 月で除した額に事業を実施する月数を乗じた額（千円未

満切り捨て）とする。 

（注）年度途中に国庫補助を終了する場合、補助単価限度額は、当該

年度当初時点の補助単価限度額を12月で除した額に事業を実施し

た月数を乗じた額（千円未満切り捨て）とする。 

 

③ 算定方法の見直しに係る経過措置 

次のアからオまでのすべての要件を満たす活動拠点等に限り、令和７

年度の地方公共団体のサポート事業に係る補助額から令和５年度の当該

額を減じて得られた額又は 10,000 千円のいずれか低い方を上限に、補助

単価限度額の増額を認める。 

ア 令和７年度の地方公共団体のサポート事業に係る補助額が、令和５

年度の当該額と比べて 100％以上増加していること。 

イ 令和７年度の地方公共団体の補助額（交付要綱別表「２ 種目」に

掲げるすべての種目の額の合計をいう。）又はその予算措置について、

当該地方公共団体から文書（様式不問）で確約を得ることができるこ

と。 

ウ ①又は②により得られる加算減算率が 1.01 以上であること。 

エ 令和６年度における国庫補助額（交付要綱別表「２ 種目」に掲げ

るすべての種目の額の合計をいう。）と地方公共団体の補助額（交付

要綱別表「２ 種目」に掲げるすべての種目の額の合計をいう。）が

同額であること。 

オ 令和６年度の地方公共団体の補助額（交付要綱別表「２ 種目」に

掲げるすべての種目の額の合計をいう。）のうち、国庫補助対象経費

に充てることができる額の全額を国庫補助対象経費（交付要綱別表

「４ 対象経費」に掲げる経費をいう。以下同じ。）に充てているこ

と（国庫補助対象外経費に地方公共団体の補助額が計上されている場

合は、その使途等について確認を求める場合がある）。 

 



別表２ 

 

【運営費補助単価限度額区分】 

 就業延人日数 

※２ 

会員数 

※１ 

6,102 

人日以上 

2,938 

人日以上 

 500 

人日以上 

 417 

人日以上 

797 人以上 Ａ Ａ Ｂ Ｃ 

384 人以上 Ａ Ｂ Ｂ Ｃ 

 150 人以上 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ 

 100 人以上 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ 

※１ 会員数は令和３～５年度の各年度末平均。ただし、国庫補助対象となっ

た年月以降の実績で計算。 

（例）会員数    令和３年度末 200 人…① 

令和４年度末 210 人…② 

令和５年度末 230 人…③ 

（①＋②＋③）÷３年＝213 人（四捨五入） 

なお、令和６年度から国庫補助対象となった団体については、会員数は令

和６年 12 月末日の実績。 

 

※２ 就業延人日数（派遣事業分含む）は令和３～５年度の各年度月平均の平

均。ただし、国庫補助対象となった年月以降の実績で計算。 

（例）就業延人日数  令和３年度 72,000 人日÷12 月＝6,000 人日…④ 

令和４年度 75,000 人日÷12 月＝6,250 人日…⑤ 

令和５年度 80,000 人日÷12 月＝6,667 人日…⑥ 

（四捨五入） 

（④＋⑤＋⑥）÷３年＝6,306 人日（四捨五入） 

なお、令和６年度から国庫補助対象となった団体については、令和６年４

月～12 月末日又は令和６年１月～12 月末日のいずれかの月平均の実績で計

算。 

 

※ 国庫補助対象の団体において、上記※１、２により算出した値が国庫補助

対象の基準を満たさない場合は、令和７年度については国庫補助の対象外と

なる。 

※ 連合本部については、管轄する活動拠点の実績の平均により区分する。 



別表３－１ 別表３－２ 別表３－３ 別表３－４ 別表３－５

会員伸率
基礎

ポイント
就業実人員
伸率

基礎
ポイント

受注件数
伸率

基礎
ポイント

就業実人員
１人当たり
人日数

基礎
ポイント

就業実人員
１人当たり
人日数伸率

基礎
ポイント

0.00 0.79 0.00 0.79 0.00 0.79 0.00 0.90 0.00 0.90
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 7.10 0.91 0.80 0.92
0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 7.20 0.92 0.90 0.95
0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 7.30 0.93 1.00 1.00
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 7.50 0.95 1.05 1.03
0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 7.70 0.96 1.15 1.05
0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 7.90 0.97 1.25 1.07
0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 8.10 0.98 1.30 1.10
0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 8.30 0.99
0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 8.50 1.00
0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89 9.01 1.00
0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93
0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.02 1.01 1.02 1.01 1.02 1.01
1.04 1.02 1.04 1.02 1.04 1.02
1.06 1.03 1.06 1.03 1.06 1.03
1.08 1.04 1.08 1.04 1.08 1.04
1.10 1.05 1.10 1.05 1.10 1.05
1.12 1.06 1.12 1.06 1.12 1.06
1.14 1.07 1.14 1.07 1.14 1.07
1.16 1.08 1.16 1.08 1.16 1.08
1.18 1.09 1.18 1.09 1.18 1.09
1.20 1.10 1.20 1.10 1.20 1.10
1.22 1.11 1.22 1.11 1.22 1.11
1.24 1.12 1.24 1.12 1.24 1.12
1.26 1.13 1.26 1.13 1.26 1.13
1.28 1.14 1.28 1.14 1.28 1.14
1.30 1.15 1.30 1.15 1.30 1.15
1.35 1.17 1.35 1.17 1.35 1.17
1.40 1.20 1.40 1.20 1.40 1.20
1.45 1.22 1.45 1.22 1.45 1.22
1.50 1.25 1.50 1.25 1.50 1.25

就業実人員１人当
たりの月平均就業
日数が8.5日以上
の場合

1.10



別 添

市町村合併に伴う活動拠点の統合等に係る

運営費補助単価限度額の取扱いについて

１ 運営費補助単価限度額に係る逓減方式による激変緩和措置の適用年度について

運営費補助単価限度額に係る激変緩和措置については、市町村合併の日の属する年度の

翌年度の年度末までは、統合前の各活動拠点の運営費補助単価限度額の合計額とする（下

記２の逓減方式による加算倍率を用いない）こととし、当該翌年度の翌年度から下記２の

算定方法（逓減方式）により算出した運営費補助単価限度額を適用することとする。

すなわち、市町村合併の日の属する年度の翌々年度が下記２の逓減方式による算定方法

の初年度となる。

【例】 平成２４年４月１日に市町村合併した場合

２４年度 ２５年度 ２６年度

統合前の限度額の合計 逓減方式による

激変緩和措置

○ ○ ○

市町村合併の日 翌年度 翌々年度

２４．４．１ ２５．４．１ ２６．４．１

２ 逓減方式による激変緩和措置に係る運営費補助単価限度額の算定方法について

「統合及び広域単独化前の運営費補助単価限度額の総額」と「統合及び広域単独化後に

おける運営費格付けによる運営費補助単価限度額に次の加算倍率を乗じて得た額」のいず

れか低い方を運営費補助単価限度額とする。ただし、広域単独化加算倍率の適用は、シル

バー連合移行前の広域の運営費国庫補助対象拠点（広域加算倍率１．５倍の活動拠点）が

単独の活動拠点となった場合のみに限る。

【統合及び広域単独化後の運営費格付けを基準とした逓減方式による加算倍率】

合併国庫補助対象団体数別統合加算倍率(Y) 広域単独化加算倍率(B)
経過年数(Z)

２団体(X) ３団体(X) ４団体(X) ５団体(X) １単独化(A) ２単独化(A)

初 年 度 １．８倍 ２．６倍 ３．４倍 ４．２倍 １．４倍 １．９６倍

２ 年 目 １．６倍 ２．２倍 ２．８倍 ３．４倍 １．３倍 １．６９倍

３ 年 目 １．４倍 １．８倍 ２．２倍 ２．６倍 １．２倍 １．４４倍

４ 年 目 １．２倍 １．４倍 １．６倍 １．８倍 １．１倍 １．２１倍

５ 年 目 １．０倍 １．０倍 １．０倍 １．０倍 １．０倍 １．００倍

ＡＸ－１
） （ ． ． ）参考：Ｙ＝Ｘ－Ｚ（ 参考：Ｂ＝ １ ５－０ １Ｚ

５



３ 算定方法の例

(1) 複数の国庫補助団体（単独）が統合し、その活動区域すべてが同一の市町村区域になっ

た場合（例１、２参照）

① 基本的な考え方

複数の国庫補助団体の統合後、運営費補助単価限度額の急激な減額を防ぐため、５

年間は激変緩和措置を適用し、５年後に通常どおり１団体の運営費補助単価限度額を

適用する。

② 算定方法

「 」 「 」統合前格付限度額の総額 と 統合後格付限度額に統合加算倍率を乗じて得た額

のいずれか低い方を運営費補助単価限度額とする。

(2) 国庫補助団体（単独）と非国庫補助団体が統合し、その活動区域すべてが同一の市町村

区域になった場合（例３、４参照）

① 基本的な考え方

統合することに伴い、統合前非国庫補助団体の会員数及び就業延人日数の加算によ

る急激な増加に対処するため、それに見合うランクの格付けを適用する。

② 算定方法

統合後の会員数及び就業延人日数によりランクを格付けする。

なお、この場合における会員数及び就業延人日数には、非国庫補助団体分（連合に

加入していない年度を除く ）の数値を含むこととする。。

(3) 複数の国庫補助団体（単独）と非国庫補助が統合し、その活動区域すべてが同一の市町

村区域になった場合（例５参照）

① 基本的な考え方

統合することに伴い、統合前非国庫補助団体の会員数及び就業延人日数の加算によ

る急激な増加に対処するため、それに見合うランクの格付けを適用し、かつ、複数の

国庫補助団体の統合に伴う(1)の激変緩和措置を適用する。

② 算定方法

「統合前格付限度額の総額」と「統合後の会員数及び就業延人日数による格付限度

」 。額に統合加算倍率を乗じて得た額 のいずれか低い方を運営費補助単価限度額とする

なお、この場合における会員数及び就業延人日数には、非国庫補助団体分（連合に

加入していない年度を除く ）の数値を含むこととする。。

(4) 国庫補助団体（広域）の活動区域全体が、同一の市町村区域になった場合（例６、７参

照）

① 基本的な考え方

活動区域全体が同一の市町村区域になるため、単独の活動拠点として扱うが、運営

費補助単価限度額の急激な減額を防ぐため、５年間は広域単独化に伴う激変緩和措置

を適用し、５年後に通常どおり単独の運営費補助単価限度額を適用する。ただし、市

町村合併前に運営費補助単価限度額を１．１倍としていた広域の活動拠点については

広域単独化に伴う激変緩和措置を適用しない。

② 算定方法

． 、 ．市町村合併前の運営費補助単価限度額が１ ５倍の活動拠点については 毎年度０

１倍ずつ引き下げた広域単独化加算倍率（以下「単独加算倍率」という ）を乗じて。

得た額を運営費補助単価限度額とする。



(5) 国庫補助団体（単独）と国庫補助団体（広域）が統合し、その活動区域すべてが同一の

市町村区域になった場合（例８、９参照）

① 基本的な考え方

統合及び広域単独化後、運営費補助単価限度額の急激な減額を防ぐため、５年間は

統合及び広域単独化に伴う激変緩和措置を適用し、５年後に通常どおり１団体の運営

費補助単価限度額を適用する。ただし、市町村合併前に運営費補助単価限度額を１．

１倍としていた広域の活動拠点については広域単独化に伴う激変緩和措置を適用しな

い。

② 算定方法

「統合前格付限度額の総額」と「統合後格付限度額に統合加算倍率及び単独加算倍

率を乗じて得た額」のいずれか低い方を運営費補助単価限度額とする。

(6) 非国庫補助団体と国庫補助団体（広域）が統合し、その活動区域すべてが同一の市町村

区域になった場合（例１０、１１参照）

① 基本的な考え方

統合することに伴い、統合前非国庫補助団体の会員数及び就業延人日数の加算によ

る急激な増加に対処するため、それに見合うランクの格付けを適用し、かつ、広域単

独化に伴う(4)の激変緩和措置を適用する。

② 算定方法

統合後の会員数及び就業延人日数によりランクを格付し、市町村合併前の運営費補

助単価限度額が１．５倍の活動拠点については、ランクの格付け後、毎年度０．１倍

ずつ引き下げる。

なお、この場合における会員数及び就業延人日数には、非国庫補助団体分（連合に

加入していない年度を除く ）の数値を含むこととする。。

(7) 複数の国庫補助団体（広域）が統合し、その活動区域すべてが同一の市町村区域になっ

た場合（例１２、１３参照）

① 基本的な考え方

統合及び広域単独化後、運営費補助単価限度額の急激な減額を防ぐため、５年間は

統合及び広域単独化に伴う激変緩和措置を適用し、５年後に通常どおり１団体の運営

費補助単価限度額を適用する。ただし、市町村合併前に運営費補助単価限度額を１．

１倍としていた広域の活動拠点については広域単独化に伴う激変緩和措置を適用しな

い。

② 算定方法

「統合前格付限度額の総額」と「統合後格付限度額に統合加算倍率及び単独加算倍

率を乗じて得た額」のいずれか低い方を運営費補助単価限度額とする。

(8) 広域に係る市町村区域が２以上ある国庫補助団体（広域）で、広域に係る区域のみ同一

の市町村区域になった場合（例１４、１５参照）

① 基本的な考え方

統合及び広域単独化等の影響を受けず、区域の変更もないため、市町村合併後も変

更なし。

② 算定方法

変更なし。



(9) 国庫補助団体（広域）の活動区域すべてと他の国庫補助団体（広域）の広域に係る区域

のみが同一の市町村区域になった場合（例１６、１７参照）

① 基本的な考え方

広域単独化後、運営費補助単価限度額の急激な減額を防ぐため、５年間は広域単独

化に伴う激変緩和措置に加えて他の広域に係る区域分の広域単独化に伴う激変緩和措

、 。 、置も適用し ５年後に通常どおり１団体の運営費補助単価限度額を適用する ただし

市町村合併前に運営費補助単価限度額を１．１倍としていた広域の活動拠点について

は広域単独化に伴う激変緩和措置を適用しない。

② 算定方法

単独化した１．５倍の広域に係る区域分について、それぞれ運営費補助単価限度額

に毎年度０．１倍ずつ引き下げた単独加算倍率を乗じた額を運営費補助単価限度額と

する。

(10) (9)又は(13)のように、国庫補助団体（広域）が広域に係る区域を失って、結果的に単

独化した場合（例１６、１７、２５、２６参照）

① 基本的な考え方

広域に係る区域がないため単独の国庫補助団体として扱い、激変緩和措置を適用し

ない。

② 算定方法

単独の国庫補助団体として、運営費補助単価限度額を適用する。

(11) 複数の国庫補助団体（広域）が統合し、統合前団体それぞれの広域に係る区域が他の市

町村区域に存在する場合（例１８、１９、２０参照）

① 基本的な考え方

国庫補助団体（広域）は統合するが統合後も広域であるため、広域のまま５年間は

統合に伴う激変緩和措置を適用し、５年後は通常どおり１広域団体の運営費補助単価

限度額を適用する。

なお、統合前広域団体の広域加算倍率がそれぞれ異なる場合は、高い倍率を適用す

る。

② 算定方法

「統合前格付限度額の総額」と「統合後格付限度額に統合加算倍率及び広域加算倍

率を乗じて得た額」のいずれか低い方を運営費補助単価限度額とする。

(12) 複数の国庫補助団体（広域）が統合し、統合前１つ以上の広域団体で活動区域すべてが

同一の市町村の区域になり、統合前一部の広域団体で広域に係る区域がそのまま他の市町

村に残った場合（例２１、２２、２３、２４参照）

① 基本的な考え方

国庫補助団体（広域）は統合及び一部単独化するが、統合後も広域であるため、広

域のまま５年間は統合及び一部広域単独化に伴う激変緩和措置を適用し、５年後は通

常どおり１広域団体の運営費補助単価限度額を適用する。

なお、統合前広域団体の広域加算倍率がそれぞれ異なる場合は、残った広域に係る

区域の倍率を適用する。

② 算定方法

「統合前格付限度額の総額」と「統合後格付限度額に統合加算倍率、単独加算倍率

」 。及び広域加算倍率を乗じて得た額 のいずれか低い方を運営費補助単価限度額とする



(13) 国庫補助団体（単独）と国庫補助団体（広域）の広域に係る区域以外が同一の市町村区

域になり、団体統合後も広域の国庫補助団体となった場合（例２５、２６参照）

① 基本的な考え方

国庫補助団体統合後、運営費補助単価限度額の急激な減額を防ぐため、５年間は統

合に伴う激変緩和措置を適用し、５年後に通常どおり１団体広域の運営費補助単価限

度額を適用する。

② 算定方法

「統合前格付限度額の総額」と「統合後格付限度額に統合加算倍率及び広域加算倍

率を乗じて得た額」のいずれか低い方を運営費補助単価限度額とする。

(14) 非国庫補助団体と国庫補助団体（広域）の広域に係る区域以外が同一の市町村区域にな

り、団体統合後も広域の国庫補助団体となった場合（例２７、２８参照）

① 基本的な考え方

統合することに伴い、統合前非国庫補助団体の会員数及び就業延人日数の加算によ

る急激な増加に対処するため、それに見合うランクの格付けを行い、広域の運営費補

助単価限度額を適用する。

② 算定方法

統合後の会員数及び就業延人日数によりランクを格付けし、広域加算倍率を乗じて

得た額を運営費補助単価限度額とする。

なお、この場合における会員数及び就業延人日数には、非国庫補助団体分（連合に

加入していない年度を除く ）の数値を含むこととする。。

(15) 国庫補助団体（広域）の広域に係る区域のみと国庫補助団体（単独）の区域が同一の市

町村区域になり、広域に係る区域を失った国庫補助団体（広域）が単独化した場合 （例

２９、３０参照）

① 基本的な考え方

広域に係る区域を失って単独化した国庫補助団体については、活動区域が縮小され

ているため、激変緩和措置は適用しないが、広域に係る区域を追加した国庫補助団体

（単独）に対して広域単独化に伴う激変緩和措置を適用する。ただし、市町村合併前

に運営費補助単価限度額を１．１倍としていた広域の活動拠点については広域単独化

に伴う激変緩和措置を適用しない。

② 算定方法

１．５倍の広域に係る区域分を取り込んだ国庫補助団体（単独）について、運営費

補助単価限度額に毎年度０．１倍ずつ引き下げた広域加算倍率を乗じた額を運営費補

助単価限度額とする。

(16) 国庫補助団体（広域）の広域に係る区域のみと非国庫補助団体の区域が同一の市町村区

、 （ ） （ 、域になり 広域に係る区域を失った国庫補助団体 広域 が単独化した場合 例３１

３２参照）

① 基本的な考え方

広域に係る区域がないため単独の国庫補助団体として扱い、激変緩和措置を適用し

ない。

② 算定方法

単独の国庫補助団体として、運営費補助単価限度額を適用する。



(17) 市町村合併の影響で統合後、激変緩和措置の途中でさらに市町村合併が進んだことに伴

い、他の国庫補助団体（単独）と統合し、その活動区域すべてが同一の市町村区域になっ

た場合（例３３参照）

① 基本的な考え方

複数統合した激変緩和措置中の団体を１団体として、他の国庫補助団体との統合に

伴う(1)の激変緩和措置を適用する。

② 算定方法

「 」 「 」統合前格付限度額の総額 と 統合後格付限度額に統合加算倍率を乗じて得た額

のいずれか低い方を運営費補助単価限度額とする（この場合、統合前激変緩和措置中

の団体は、統合前激変緩和措置の運営費補助単価限度額で計算する 。。）

(18) 市町村合併の影響で統合後、激変緩和措置の途中でさらに市町村合併が進んだことに伴

い、他の非国庫補助団体と統合し、その活動区域すべてが同一の市町村区域になった場合

（例３４参照）

① 基本的な考え方

統合前非国庫補助団体の会員数及び就業延人日数の加算による急激な増加に対処す

るため、統合後、それに見合うランクの格付けを適用し、当初統合を初年度として激

変緩和措置を継続する。

② 算定方法

統合後の会員数及び就業延人日数によりランクを格付けし、当初統合を初年度とし

て 「統合前格付限度額の総額」と「統合後格付限度額に加算倍率を乗じて得た額」、

のいずれか低い方を運営費補助単価限度額とする激変緩和措置を継続する。

なお、この場合における会員数及び就業延人日数には、非国庫補助団体分（連合に

加入していない年度を除く ）の数値を含むこととする。。

(19) 市町村合併の影響で統合後、激変緩和措置の途中でさらに市町村合併が進んだことに伴

い、他の国庫補助団体（広域）と統合し、その活動区域すべてが同一の市町村区域になっ

た場合（例３５、３６参照）

① 基本的な考え方

複数統合した激変緩和措置中の団体を１団体として、他の国庫補助団体（広域）と

の統合に伴う(5)の激変緩和措置を適用する。

② 算定方法

「統合前格付限度額の総額」と「統合後格付限度額に統合加算倍率と単独加算倍率

を乗じて得た額」のいずれか低い方を運営費補助単価限度額とする（この場合、統合

前激変緩和措置中の団体は、統合前激変緩和措置の運営費補助単価限度額で計算す

る 。。）

（注）例図の運営費補助単価限度額については、本執行方針の別表２による変更後の限度額

に読み替えて適用すること。



【例１】

【市町村合併前】 ８７０万円 ＋ ７１０万円 ＝ １，５８０万円

○○市（合併前） △△町（合併前）

○○市シルバー △△町シルバー
（国庫補助Ａランク） （国庫補助Ｂランク）

1,000人、7,500人日 500人、3,000人日

870万円限度額 710万円限度額

（シルバー統合前） （シルバー統合前）

【市町村合併後】 １，５８０万円 → ８７０万円 （７１０万円の減）

□□市（合併後）

□□市シルバー
（国庫補助Ａランク）

1,500人、10,500人日

870万円限度額

（シルバー統合後）

【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前格付限度額の総額 比較 格付×統合倍率 運営費補助限度額

初年度 1,580 ＞ 1,566 1,566
( 870 ＋ 710 ) ( 870 × 1.8 )

２年目 1,580 ＞ 1,392 1,392
( 870 ＋ 710 ) ( 870 × 1.6 )

３年目 1,580 ＞ 1,218 1,218
( 870 ＋ 710 ) ( 870 × 1.4 )

４年目 1,580 ＞ 1,044 1,044
( 870 ＋710 ) ( 870 × 1.2 )

５年目 1,580 ＞ 870 870
( 870 ＋ 710 ) ( 870 × 1.0 )



【例２】

【市町村合併前】７１０万円 ＋ ７１０万円 ＋ ５６０万円 ＝ １，９８０万円

○○市（合併前） △△町（合併前） □□村（合併前）

○○市シルバー △△町シルバー □□村シルバー
（国庫補助Ｂランク） （国庫補助Ｂランク） （国庫補助Ｃランク）

1,000人、3,500人日 500人、1,500人日 120人、800人日

710万円限度額 710万円限度額 560万円限度額

（シルバー統合前） （シルバー統合前） （シルバー統合前）

【市町村合併後】 １，９８０万円 → ８７０万円 （１，１１０万円の減）

◇◇市（合併後）

◇◇市シルバー
（国庫補助Ａランク）

1,620人、5,800人日

870万円限度額

（シルバー統合後）

【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前格付限度額の総額 比較 格付×統合倍率 運営費補助限度額

初年度 1,980 ＜ 2,262 1,980
( 710 ＋ 710 + 560 ) ( 870 × 2.6 )

２年目 1,980 1,914 1,914＞
( 710 ＋ 710 + 560 ) ( 870 × 2.2 )

３年目 1,980 ＞ 1,566 1,566
( 710 ＋ 710 + 560 ) ( 870 × 1.8 )

４年目 1,980 ＞ 1,218 1,218
( 710 ＋ 710 + 560 ) ( 870 × 1.4 )

５年目 1,980 ＞ 870 870
( 710 ＋ 710 + 560 ) ( 870 × 1.0 )



【例３】

【市町村合併前】７１０万円 ＋ ０万円 ＝ ７１０万円

○○市（合併前） △△町（合併前）

○○市シルバー △△町シルバー
（国庫補助Ｂランク） （非国庫補助団体）

500人、6,000人日 100人、2,000人日

710万円限度額 国庫補助なし

（シルバー統合前） （シルバー統合前）

【市町村合併後】 ７１０万円 → ８７０万円 （１６０万円の増）

□□市（合併後）

□□市シルバー
（国庫補助Ａランク）

600人、8,000人日

870万円限度額

（シルバー統合後）

【運営費補助単価限度額（激変緩和措置なし 】）

運営費補助限度額

市町村合併後 870



【例４】

【市町村合併前】 ７１０万円 ＋ ０万円 ＋ ０万円 ＝ ７１０万円

○○市（合併前） △△町（合併前） □□村（合併前）

○○市シルバー △△町シルバー □□村シルバー
（国庫補助Ｂランク） （非国庫補助団体） （非国庫補助団体）

530人、3,500人日 310人、3,000人日 130人、3,000人日

710万円限度額 国庫補助なし 国庫補助なし

（シルバー統合前） （シルバー統合前） （シルバー統合前）

【市町村合併後】 ７１０万円 → ８７０万円 （１６０万円の増）

◇◇市（合併後）

◇◇市シルバー
（国庫補助Ａランク）

970人、9,500人日

870万円限度額

（シルバー統合後）

【運営費補助単価限度額（激変緩和措置なし 】）

運営費補助限度額

市町村合併後 870



【例５】

【市町村合併前】 ７１０万円 ＋ ７１０万円 ＋ ０万円 ＝ １，４２０万円

○○市（合併前） △△町（合併前） □□村（合併前）

○○市シルバー △△町シルバー □□村シルバー
（国庫補助Ｂランク） （国庫補助Ｂランク） （非国庫補助団体）

500人、3,600人日 340人、3,000人日 130人、3,000人日

710万円限度額 710万円限度額 国庫補助なし

（シルバー統合前） （シルバー統合前） （シルバー統合前）

【市町村合併後】 １，４２０万円 → ８７０万円 （５５０万円の減）

◇◇市（合併後）

◇◇市シルバー
（国庫補助Ａランク）

970人、9,600人日

870万円限度額

（シルバー統合後）

【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前格付限度額の総額 比較 格付×統合倍率 運営費補助限度額

初年度 1,420 ＜ 1,556 1,420
( 710 ＋ 710 ) ( 870 × 1.8 )

２年目 1,420 ＞ 1,392 1,392
( 710 ＋ 710 ) ( 870 × 1.6 )

３年目 1,420 ＞ 1,218 1,218
( 710 ＋ 710 ) ( 870 × 1.4 )

４年目 1,420 ＞ 1,044 1,044
( 710 ＋ 710 ) ( 870 × 1.2 )

５年目 1,420 ＞ 870 870
( 710 ＋ 710 ) ( 870 × 1.0 )



【例６】

【市町村合併前】 ８７０万円 × １．５（広域） ＝ １，３０５万円

○○市（合併前） △△町（合併前）

○△広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

域シルバーの活動区域○△広
900人、8,000人日

1,305万円限度額

【市町村合併後】 １，３０５万円 → ８７０万円 （４３５万円の減）

□□市（合併後）

□□市シルバー
（国庫補助Ａランク）

□□市シルバーの活動区域
900人、8,000人日

870万円限度額

【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

格付×単独倍率 運営費補助限度額

初年度 870 × 1.4 1,218

２年目 870 × 1.3 1,131

３年目 870 × 1.2 1,044

４年目 870 × 1.1 957

５年目 870 × 1.0 870



【例７】

【市町村合併前】 ７１０万円 × １．１（広域） ＝ ７８１万円

○○市（合併前） △△町（合併前）

○△広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ｂ×１ １

域シルバーの活動区域○△広
500人、3,000人日

781万円限度額

【市町村合併後】 ７８１万円 → ７１０万円 （７１万円の減）

□□市（合併後）

□□市シルバー
（国庫補助Ｂランク）

□□市シルバーの活動区域
500人、3,000人日

710万円限度額

【運営費補助単価限度額（激変緩和措置なし 】）

運営費補助限度額

市町村合併後 710



【例８】

【市町村合併前】 ７１０万円 ＋ １，０６５万円（広域） ＝ １，７７５万円

○○市（合併前） △△町（合併前） □□村（合併前）

○○市シルバー △□広域シルバー
（ ． ）（国庫補助Ｂランク） 国庫補助Ｂ×１ ５

△□ 広域シルバーの
活動 区域600人、4,500人日 400人、5,000人日

710万円限度額 1,065万円限度額

（シルバー統合前） （シルバー統合及び単独化前）

【市町村合併後】 １，７７５万円 → ９０５万円 （９３０万円の減）

◇◇市（合併後）

◇◇市シルバー
（国庫補助Ａランク）

1,000人、9,500人日

870万円限度額

（シルバー統合及び単独化後）

【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前限度額の総額 比較 格付×統合倍率×単独倍率 運営費補助限度額

初年度 1,775 ＜ 2,192.4 1,775
( 710 ＋ 1,065 ) ( 870 × 1.8 × 1.4 )

２年目 1,775 ＜ 1,809.6 1,775
( 710 ＋ 1,065 ) ( 870 × 1.6 × 1.3 )

３年目 1,775 ＞ 1,461.6 1,461.6
( 710 ＋ 1,065 ) ( 870 × 1.4 × 1.2 )

４年目 1,775 ＞ 1,148.4 1,148.4
( 710 ＋ 1,065 ) ( 870 × 1.2 × 1.1 )

５年目 1,775 ＞ 870 870
( 710 ＋ 1,065 ) ( 870 × 1.0 × 1.0 )



【例９】

【市町村合併前】 ８７０万円 ＋ ７８１万円（広域） ＝ １，６５１万円

○○市（合併前） △△町（合併前） □□村（合併前）

○○市シルバー △□広域シルバー
（ ． ）（国庫補助Ａランク） 国庫補助Ｂ×１ １

△□ 広域シルバーの
活動 区域800人、8,000人日 500人、3,000人日

870万円限度額 781万円限度額

（シルバー統合前） （シルバー統合及び単独化前）

【市町村合併後】 １，６５１万円 → ８７０万円 （７８１万円の減）

◇◇市（合併後）

◇◇市シルバー
（国庫補助Ａランク）

1,300人、11,000人日

870万円限度額

（シルバー統合及び単独化後）

【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前限度額の総額 比較 格付×統合倍率×広域なし 運営費補助限度額

初年度 1,651 ＞ 1,566 1,566
( 870 ＋ 781 ) ( 870 × 1.8 × 1.0 )

２年目 1,651 ＞ 1,392 1,392
( 870 ＋ 781 ) ( 870 × 1.6 × 1.0 )

３年目 1,651 ＞ 1,218 1,218
( 870 ＋ 781 ) ( 870 × 1.4 × 1.0 )

４年目 1,651 ＞ 1,044 1,044
( 870 ＋ 781 ) ( 870 × 1.2 × 1.0 )

５年目 1,651 ＞ 870 870
( 870 ＋ 781 ) ( 870 × 1.0 × 1.0 )



【例１０】

【市町村合併前】 ０万円 ＋ １，０６５万円（広域） ＝ １，０６５万円

○○市（合併前） △△町（合併前） □□村（合併前）

○○市シルバー △□広域シルバー
（ ． ）（非国庫補助団体） 国庫補助Ｂ×１ ５

△□ 広域シルバーの
活動 区域600人、4,000人日 400人、5,500人日

国庫補助なし 1,065万円限度額

（シルバー統合前） （シルバー統合及び単独化前）

【市町村合併後】 １，０６５万円 → ８７０万円 （１９５万円の減）

◇◇市（合併後）

◇◇市シルバー
（国庫補助Ａランク）

1,000人、9,500人日

870万円限度額

（シルバー統合及び単独化後）

【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

格付×単独倍率 運営費補助限度額

初年度 870 × 1.4 1,218

２年目 870 × 1.3 1,131

３年目 870 × 1.2 1,044

４年目 870 × 1.1 957

５年目 870 × 1.0 870



【例１１】

【市町村合併前】 ０万円 ＋ ７８１万円（広域） ＝ ７８１万円

○○市（合併前） △△町（合併前） □□村（合併前）

○○市シルバー △□広域シルバー
（ ． ）（非国庫補助団体） 国庫補助Ｂ×１ １

△□ 広域シルバーの
活動 区域600人、6,500人日 400人、3,000人日

国庫補助なし 781万円限度額

（シルバー統合前） （シルバー統合及び単独化前）

【市町村合併後】 ７８１万円 → ８７０万円 （８９万円の増）

◇◇市（合併後）

◇◇市シルバー
（国庫補助Ａランク）

1,000人、9,500人日

870万円限度額

（シルバー統合及び単独化後）

【運営費補助単価限度額（激変緩和措置なし 】）

運営費補助限度額

市町村合併後 870



【例１２】

【市町村合併前】１，３０５万円（広域） ＋ １，３０５万円（広域） ＝ ２，６１０万円

○○市（合併前） △△町（合併前）

○△広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

域シルバーの活動区域○△広
900人、8,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合及び単独化前）

□□村（合併前） ▽▽町（合併前）

□▽広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

□▽広域シルバーの活 動区域
900人、8,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合及び単独化前）

【市町村合併後】 ２，６１０万円 → ８７０万円（１，７４０万円の減）

◇◇市（合併後）

◇◇市シルバー
（国庫補助Ａランク）

1,800人、16,000人日

870万円限度額

（シルバー統合及び単独化後）



【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前限度額の総額 比較 格付×統合倍率×単独倍率×単独倍率 運営費補助
限度額

初年度 2,610 ＜ 3,069.4 2,610
( 1,305 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.8 × 1.4 × 1.4 )

２年目 2,610 ＞ 2,352.5 2,352.5
( 1,305 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.6 × 1.3 × 1.3 )

３年目 2,610 ＞ 1,753.9 1,753.9
( 1,305 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.4 × 1.2 × 1.2 )

４年目 2,610 ＞ 1,263.2 1,263.2
( 1,305 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.2 × 1.1 × 1.1 )

５年目 2,610 ＞ 870 870
( 1,305 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.0 × 1.0 × 1.0 )



【例１３】

【市町村合併前】１，３０５万円（広域） ＋ ９５７万円（広域） ＝ ２，２６２万円

○○市（合併前） △△町（合併前）

○△広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

域シルバーの活動区域○△広
900人、8,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合及び単独化前）

□□村（合併前） ▽▽町（合併前）

□▽広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ １

□▽広域シルバーの活 動区域
900人、8,000人日

957万円限度額

（シルバー統合及び単独化前）

【市町村合併後】 ２，２６２万円 → ８７０万円（１，３９２万円の減）

◇◇市（合併後）

◇◇市シルバー
（国庫補助Ａランク）

1,800人、16,000人日

870万円限度額

（シルバー統合及び単独化後）



【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前限度額の総額 比較 格付×統合倍率×単独倍率×広域なし 運営費補助
限度額

初年度 2,262 ＞ 2,192.4 2,192.4
( 1,305 ＋ 957 ) ( 870 × 1.8 × 1.4 × 1.0 )

２年目 2,262 ＞ 1,809.6 1,809.6
( 1,305 ＋ 957 ) ( 870 × 1.6 × 1.3 × 1.0 )

３年目 2,262 ＞ 1,461.6 1,461.6
( 1,305 ＋ 957 ) ( 870 × 1.4 × 1.2 × 1.0 )

４年目 2,262 ＞ 1,148.4 1,148.4
( 1,305 ＋ 957 ) ( 870 × 1.2 × 1.1 × 1.0 )

５年目 2,262 ＞ 870 870
( 1,305 ＋ 957 ) ( 870 × 1.0 × 1.0 × 1.0 )



【例１４】

【市町村合併前】 １，０６５万円（広域）

△△町（合併なし） □□村（合併前） ○○市（合併前）

△□広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ｂ×１ ５

△□ ○広域シルバーの活 動区域
400人、5,000人日

1,065万円限度額

【市町村合併後】 １，０６５万円 → １，０６５万円 （国庫補助及び区域に変更なし）

△△町（合併なし） ◎◎市（合併後）

△◎広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ｂ×１ ５

△◎ 広域シルバーの活動区域
400人、5,000人日

1,065万円限度額

【運営費補助単価限度額】

運営費補助限度額

市町村合併後 1,065



【例１５】

【市町村合併前】 ７８１万円（広域）

△△町（合併なし） □□村（合併前） ○○市（合併前）

△□広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ｂ×１ １

△□ ○広域シルバーの活 動区域
400人、5,000人日

781万円限度額

【市町村合併後】 ７８１万円 → １，０６５万円 （２８４万円の増）

△△町（合併なし） ◎◎市（合併後）

△◎広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ｂ×１ ５

△◎ 広域シルバーの活動区域
400人、5,000人日

1,065万円限度額

【運営費補助単価限度額（変更なし 】）

運営費補助限度額

市町村合併後 1,065



【例１６】

【市町村合併前】１，３０５万円（広域） ＋ １，３０５万円（広域） ＝ ２，６１０万円

○○市（合併なし） △△町（合併前）

○△広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

域シルバーの活動区域○△広
900人、9,000人日

1,305万円限度額

（シルバー単独化前）

□□村（合併前） ▽▽町（合併前）

□▽広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

□▽広域シルバーの活 動区域
900人、9,000人日

1,305万円限度額

（シルバー単独化前）

【市町村合併後】 ２，６１０万円 → １，７４０万円（８７０万円の減）

○○市（合併なし）

○○市シルバー
（国庫補助Ａランク）

◇◇市シルバーの活動区域
800人、8,500人日

870万円限度額

（シルバー単独化後）

◇◇市（合併後）

◇◇市シルバー
（国庫補助Ａランク）

◇◇市シルバーの活動区域
1,000人、9,500人日

870万円限度額

（シルバー単独化後）



○○市シルバー

【運営費補助単価限度額（激変緩和措置なし 】）

運営費補助限度額

市町村合併後 870

◇◇市シルバー

【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

格付×単独倍率×単独倍率 運営費補助限度額

初年度 870 × 1.4 × 1.4 1,705.2

２年目 870 × 1.3 × 1.3 1,470.3

３年目 870 × 1.2 × 1.2 1,252.8

４年目 870 × 1.1 × 1.1 1,052.7

５年目 870 × 1.0 × 1.0 870



【例１７】

【市町村合併前】１，３０５万円（広域） ＋ ９５７万円（広域） ＝ ２，２６２万円

○○市（合併なし） △△町（合併前）

○△広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

域シルバーの活動区域○△広
900人、9,000人日

1,305万円限度額

（シルバー単独化前）

□□村（合併前） ▽▽町（合併前）

□▽広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ １

□▽広域シルバーの活 動区域
900人、9,000人日

957万円限度額

（シルバー単独化前）

【市町村合併後】 ２，２６２万円 → １，７４０万円（５２２万円の減）

○○市（合併なし）

○○市シルバー
（国庫補助Ａランク）

◇◇市シルバーの活動区域
800人、8,500人日

870万円限度額

（シルバー単独化後）

◇◇市（合併後）

◇◇市シルバー
（国庫補助Ａランク）

◇◇市シルバーの活動区域
1,000人、9,500人日

870万円限度額

（シルバー単独化後）



○○市シルバー

【運営費補助単価限度額（激変緩和措置なし 】）

運営費補助限度額

市町村合併後 870

◇◇市シルバー

【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

格付×広域なし×単独倍率 運営費補助限度額

初年度 870 × 1.0 × 1.4 1,218

２年目 870 × 1.0 × 1.3 1,131

３年目 870 × 1.0 × 1.2 1,044

４年目 870 × 1.0 × 1.1 957

５年目 870 × 1.0 × 1.0 870



【例１８】

【市町村合併前】１，３０５万円（広域） ＋ １，３０５万円（広域） ＝ ２，６１０万円

○○市（合併前） △△町（合併なし）

○△広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

域シルバーの活動区域○△広
900人、8,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合前）

□□村（合併なし） ▽▽町（合併前）

□▽広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

□▽広域シ ルバーの活動区域
900人、8,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合前）

【市町村合併後】 ２，６１０万円 → １，３０５万円（１，３０５万円の減）

◎◎市（合併後） △△町（合併なし）

◎△□広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

広域シルバーの活動区域◎△□
1,800人、16,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合後）

（ ）□□村 合併なし

◎△□広域シル バーの活動区域



【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前限度額の総額 比較 格付×統合倍率×広域倍率 運営費補助限度額

初年度 2,610 ＞ 2,349 2,349
( 1,305 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.8 × 1.5 )

２年目 2,610 ＞ 2,088 2,088
( 1,305 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.6 × 1.5 )

３年目 2,610 ＞ 1,827 1,827
( 1,305 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.4 × 1.5 )

４年目 2,610 ＞ 1,566 1,566
( 1,305 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.2 × 1.5 )

５年目 2,610 ＞ 1,305 1,305
( 1,305 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.0 × 1.5 )



【例１９】

【市町村合併前】９５７万円（広域） ＋ １，３０５万円（広域） ＝ ２，２６２万円

○○市（合併前） △△町（合併なし）

○△広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ １

域シルバーの活動区域○△広
900人、8,000人日

957万円限度額

（シルバー統合前）

□□村（合併なし） ▽▽町（合併前）

□▽広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

□▽広域シ ルバーの活動区域
900人、8,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合前）

【市町村合併後】 ２，２６２万円 → １，３０５万円（９５７万円の減）

◎◎市（合併後） △△町（合併なし）

◎△□広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

広域シルバーの活動区域◎△□
1,800人、16,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合後）

（ ）□□村 合併なし

◎△□広域シル バーの活動区域



【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前限度額の総額 比較 格付×統合倍率×広域倍率 運営費補助限度額

初年度 2,262 ＜ 2,349 2,262
( 957 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.8 × 1.5 )

２年目 2,262 ＞ 2,088 2,088
( 957 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.6 × 1.5 )

３年目 2,262 ＞ 1,827 1,827
( 957 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.4 × 1.5 )

４年目 2,262 ＞ 1,566 1,566
( 957 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.2 × 1.5 )

５年目 2,262 ＞ 1,305 1,305
( 957 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.0 × 1.5 )



【例２０】

【市町村合併前】９５７万円（広域） ＋ ９５７万円（広域） ＝ １，９１４万円

○○市（合併前） △△町（合併なし）

○△広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ １

域シルバーの活動区域○△広
900人、8,000人日

957万円限度額

（シルバー統合前）

□□村（合併なし） ▽▽町（合併前）

□▽広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ １

□▽広域シ ルバーの活動区域
900人、8,000人日

957万円限度額

（シルバー統合前）

【市町村合併後】 １，９１４万円 → １，３０５万円（６０９万円の減）

◎◎市（合併後） △△町（合併なし）

◎△□広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

広域シルバーの活動区域◎△□
1,800人、16,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合後）

（ ）□□村 合併なし

◎△□広域シル バーの活動区域



【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前限度額の総額 比較 格付×統合倍率×広域倍率 運営費補助限度額

初年度 1,914 ＜ 2,349 1,914
( 957 ＋ 957 ) ( 870 × 1.8 × 1.5 )

２年目 1,914 2,088 1,914＜
( 957 ＋ 957 ) ( 870 × 1.6 × 1.5 )

３年目 1,914 ＞ 1,827 1,827
( 957 ＋ 957 ) ( 870 × 1.4 × 1.5 )

４年目 1,914 ＞ 1,566 1,566
( 957 ＋ 957 ) ( 870 × 1.2 × 1.5 )

５年目 1,914 ＞ 1,305 1,305
( 957 ＋ 957 ) ( 870 × 1.0 × 1.5 )



【例２１】

【市町村合併前】１，３０５万円（広域） ＋ １，３０５万円（広域） ＝ ２，６１０万円

○○市（合併前） △△町（合併なし）

○△広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

域シルバーの活動区域○△広
900人、8,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合前）

□□村（合併前） ▽▽町（合併前）

□▽広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

□▽広域シ ルバーの活動区域
900人、8,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合前）

【市町村合併後】 ２，６１０万円 → １，３０５万円（１，３０５万円の減）

◎◎市（合併後） △△町（合併なし）

◎△広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

域シルバーの活動区域◎△広
1,800人、16,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合後）



【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前限度額の総額 比較 格付×統合倍率×単独倍率×広域倍率 運営費補助
限度額

初年度 2,610 ＜ 3,288.6 2,610
( 1,305 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.8 × 1.4 × 1.5 )

２年目 2,610 ＜ 2,714.4 2,610
( 1,305 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.6 × 1.3 × 1.5 )

３年目 2,610 ＞ 2,192.4 2,192.4
( 1,305 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.4 × 1.2 × 1.5 )

４年目 2,610 ＞ 1,722.6 1,722.6
( 1,305 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.2 × 1.1 × 1.5 )

５年目 2,610 ＞ 1,305 1,305
( 1,305 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.0 × 1.0 × 1.5 )



【例２２】

【市町村合併前】９５７万円（広域） ＋ １，３０５万円（広域） ＝ ２，２６２万円

○○市（合併前） △△町（合併なし）

○△広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ １

域シルバーの活動区域○△広
900人、8,000人日

957万円限度額

（シルバー統合前）

□□村（合併前） ▽▽町（合併前）

□▽広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

□▽広域シ ルバーの活動区域
900人、8,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合前）

【市町村合併後】 ２，２６２万円 → １，３０５万円（９５７万円の減）

◎◎市（合併後） △△町（合併なし）

◎△広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

域シルバーの活動区域◎△広
1,800人、16,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合後）



【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前限度額の総額 比較 格付×統合倍率×単独倍率×広域倍率 運営費補助
限度額

初年度 2,262 ＜ 3,288.6 2,262
( 957 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.8 × 1.4 × 1.5 )

２年目 2,262 ＜ 2,714.4 2,262
( 957 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.6 × 1.3 × 1.5 )

３年目 2,262 ＞ 2,192.4 2,192.4
( 957 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.4 × 1.2 × 1.5 )

４年目 2,262 ＞ 1,722.6 1,722.6
( 957 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.2 × 1.1 × 1.5 )

５年目 2,262 ＞ 1,305 1,305
( 957 ＋ 1,305 ) ( 870 × 1.0 × 1.0 × 1.5 )



【例２３】

【市町村合併前】１，３０５万円（広域） ＋ ９５７万円（広域） ＝ ２，２６２万円

○○市（合併前） △△町（合併なし）

○△広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

域シルバーの活動区域○△広
900人、8,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合前）

□□村（合併前） ▽▽町（合併前）

□▽広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ １

□▽広域シ ルバーの活動区域
900人、8,000人日

957万円限度額

（シルバー統合前）

【市町村合併後】 ２，２６２万円 → １，３０５万円（９５７万円の減）

◎◎市（合併後） △△町（合併なし）

◎△広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

域シルバーの活動区域◎△広
1,800人、16,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合後）



【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前限度額の総額 比較 格付×統合倍率×広域なし×広域倍率 運営費補助
限度額

初年度 2,262 ＜ 2,349 2,262
( 1,305 ＋ 957 ) ( 870 × 1.8 × 1.0 × 1.5 )

２年目 2,262 ＞ 2,088 2,088
( 1,305 ＋ 957 ) ( 870 × 1.6 × 1.0 × 1.5 )

３年目 2,262 ＞ 1,827 1,827
( 1,305 ＋ 957 ) ( 870 × 1.4 × 1.0 × 1.5 )

４年目 2,262 ＞ 1,566 1,566
( 1,305 ＋ 957 ) ( 870 × 1.2 × 1.0 × 1.5 )

５年目 2,262 ＞ 1,305 1,305
( 1,305 ＋ 957 ) ( 870 × 1.0 × 1.0 × 1.5 )



【例２４】

【市町村合併前】９５７万円（広域） ＋ ９５７万円（広域） ＝ １，９１４万円

○○市（合併前） △△町（合併なし）

○△広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ １

域シルバーの活動区域○△広
900人、8,000人日

957万円限度額

（シルバー統合前）

□□村（合併前） ▽▽町（合併前）

□▽広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ １

□▽広域シ ルバーの活動区域
900人、8,000人日

957万円限度額

（シルバー統合前）

【市町村合併後】 １，９１４万円 → １，３０５万円（６０９万円の減）

◎◎市（合併後） △△町（合併なし）

◎△広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

域シルバーの活動区域◎△広
1,800人、16,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合後）



【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前限度額の総額 比較 格付×統合倍率×広域なし×広域倍率 運営費補助
限度額

初年度 1,914 ＜ 2,349 1,914
( 957 ＋ 957 ) ( 870 × 1.8 × 1.0 × 1.5 )

２年目 1,914 ＜ 2,088 1,914
( 957 ＋ 957 ) ( 870 × 1.6 × 1.0 × 1.5 )

３年目 1,914 ＞ 1,827 1,827
( 957 ＋ 957 ) ( 870 × 1.4 × 1.0 × 1.5 )

４年目 1,914 ＞ 1,566 1,566
( 957 ＋ 957 ) ( 870 × 1.2 × 1.0 × 1.5 )

５年目 1,914 ＞ 1,305 1,305
( 957 ＋ 957 ) ( 870 × 1.0 × 1.0 × 1.5 )



【例２５】

【市町村合併前】 ７１０万円 ＋ １，０６５万円（広域） ＝ １，７７５万円

○○市（合併前） △△町（合併前） □□村（合併なし）

○○市シルバー △□広域シルバー
（ ． ）（国庫補助Ｂランク） 国庫補助Ｂ×１ ５

△□ 広域シルバーの
活動 区域600人、4,500人日 400人、5,000人日

710万円限度額 1,065万円限度額

（シルバー統合前） （シルバー統合前）

【市町村合併後】 １，７７５万円 → １，３０５万円 （４７０万円の減）

◎◎市（合併後） □□村（合併なし）

◎□広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

◎□ 広域シルバーの
活動 区域1,000人、9,500人日

1,305万円限度額

（シルバー統合後）

【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前限度額の総額 比較 格付×統合倍率×広域倍率 運営費補助
限度額

初年度 1,775 ＜ 2,349 1,775
( 710 ＋ 1,065) ( 870 × 1.8 × 1.5 )

２年目 1,775 ＜ 2,088 1,775
( 710 ＋ 1,065) ( 870 × 1.6 × 1.5 )

３年目 1,775 ＜ 1,827 1,775
( 710 ＋ 1,065) ( 870 × 1.4 × 1.5 )

４年目 1,775 ＞ 1,566 1,566
( 710 ＋ 1,065) ( 870 × 1.2 × 1.5 )

５年目 1,775 ＞ 1,305 1,305
( 710 ＋ 1,065) ( 870 × 1.0 × 1.5 )



【例２６】

【市町村合併前】 ７１０万円 ＋ ７８１万円（広域） ＝ １，４９１万円

○○市（合併前） △△町（合併前） □□村（合併なし）

○○市シルバー △□広域シルバー
（ ． ）（国庫補助Ｂランク） 国庫補助Ｂ×１ １

△□ 広域シルバーの
活動 区域600人、4,500人日 400人、5,000人日

710万円限度額 781万円限度額

（シルバー統合前） （シルバー統合前）

【市町村合併後】 １，４９１万円 → １，３０５万円 （１８６万円の減）

◎◎市（合併後） □□村（合併なし）

◎□広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

◎□ 広域シルバーの
活動 区域1,000人、9,500人日

1,305万円限度額

（シルバー統合後）

【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前限度額の総額 比較 格付×統合倍率×広域倍率 運営費補助
限度額

初年度 1,491 ＜ 2,349 1,491
( 710 ＋ 781 ) ( 870 × 1.8 × 1.5 )

２年目 1,491 ＜ 2,088 1,491
( 710 ＋ 781 ) ( 870 × 1.6 × 1.5 )

３年目 1,491 ＜ 1,827 1,491
( 710 ＋ 781 ) ( 870 × 1.4 × 1.5 )

４年目 1,491 ＜ 1,566 1,491
( 710 ＋ 781 ) ( 870 × 1.2 × 1.5 )

５年目 1,491 ＞ 1,305 1,305
( 710 ＋ 781 ) ( 870 × 1.0 × 1.5 )



【例２７】

【市町村合併前】 ０万円 ＋ １，０６５万円（広域） ＝ １，０６５万円

○○市（合併前） △△町（合併前） □□村（合併なし）

○○市シルバー △□広域シルバー
（ ． ）（非国庫補助団体） 国庫補助Ｂ×１ ５

△□ 広域シルバーの
活動 区域100人、2,000人日 400人、6,000人日

国庫補助なし 1,065万円限度額

（シルバー統合前） （シルバー統合前）

【市町村合併後】 １，０６５万円 → １，３０５万円 （２４０万円の増）

◎◎市（合併後） □□村（合併なし）

◎□広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

◎□ 広域シルバーの
活動 区域500人、8,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合後）

【運営費補助単価限度額（激変緩和措置なし 】）

運営費補助限度額

市町村合併後 1,305



【例２８】

【市町村合併前】 ０万円 ＋ ７８１万円（広域） ＝ ７８１万円

○○市（合併前） △△町（合併前） □□村（合併なし）

○○市シルバー △□広域シルバー
（ ． ）（非国庫補助団体） 国庫補助Ｂ×１ １

△□ 広域シルバーの
活動 区域100人、2,000人日 400人、6,000人日

国庫補助なし 781万円限度額

（シルバー統合前） （シルバー統合前）

【市町村合併後】 ７８１万円 → １，３０５万円 （５２４万円の増）

◎◎市（合併後） □□村（合併なし）

◎□広域シルバー
（ ． ）国庫補助Ａ×１ ５

◎□ 広域シルバーの
活動 区域500人、8,000人日

1,305万円限度額

（シルバー統合後）

【運営費補助単価限度額（激変緩和措置なし 】）

運営費補助限度額

市町村合併後 1,305



【例２９】

【市町村合併前】 １，０６５万円（広域） ＋ ７１０万円 ＝ １，７７５万円

△△町（合併なし） □□村（合併前） ○○市（合併前）

△□広域シルバー ○○市シルバー
国庫補助Ｂ×１ ５ （国庫補助Ｂランク）（ ． ）

△□ 広域シルバーの
400人、5,000人日 500人、3,000人日活動 区域

1,065万円限度額 710万円限度額

（シルバー単独化前） （シルバー区域拡大前）

【市町村合併後】 １，７７５万円 → １，４２０万円 （３５５万円の減）

△△町（合併なし） ◎◎市（合併後）

△△町シルバー ◎◎市シルバー
（国庫補助Ｂランク） （国庫補助Ｂランク）

300人、4,000人日 600人、4,000人日

710万円限度額 710万円限度額

（シルバー単独化後） （シルバー区域拡大後）

△△町シルバー

【運営費補助単価限度額（激変緩和措置なし 】）

運営費補助限度額

市町村合併後 710

◎◎市シルバー

【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

格付×単独倍率 運営費補助限度額

初年度 710 × 1.4 994

２年目 710 × 1.3 923

３年目 710 × 1.2 852

４年目 710 × 1.1 781

５年目 710 × 1.0 710



【例３０】

【市町村合併前】 ７８１万円（広域） ＋ ７１０万円 ＝ １，４９１万円

△△町（合併なし） □□村（合併前） ○○市（合併前）

△□広域シルバー ○○市シルバー
国庫補助Ｂ×１ １ （国庫補助Ｂランク）（ ． ）

△□ 広域シルバーの
400人、5,000人日 500人、3,000人日活動 区域

781万円限度額 710万円限度額

（シルバー単独化前） （シルバー区域拡大前）

【市町村合併後】 １，４９１万円 → １，４２０万円 （７１万円の減）

△△町（合併なし） ◎◎市（合併後）

△△町シルバー ◎◎市シルバー
（国庫補助Ｂランク） （国庫補助Ｂランク）

300人、4,000人日 600人、4,000人日

710万円限度額 710万円限度額

（シルバー単独化後） （シルバー区域拡大後）

△△町シルバー

【運営費補助単価限度額（激変緩和措置なし 】）

運営費補助限度額

市町村合併後 710

◎◎市シルバー

【運営費補助単価限度額（激変緩和措置なし 】）

運営費補助限度額

市町村合併後 710



【例３１】

【市町村合併前】 １，０６５万円（広域） ＋ ０万円 ＝ １，０６５万円

△△町（合併なし） □□村（合併前） ○○市（合併前）

△□広域シルバー ○○市シルバー
国庫補助Ｂ×１ ５ （非国庫補助団体）（ ． ）

△□ 広域シルバーの
400人、5,000人日 100人、2,000人日活動 区域

1,065万円限度額 国庫補助なし

（シルバー単独化前） （シルバー区域拡大前）

【市町村合併後】 １，０６５万円 → ７１０万円 （３５５万円の減）

△△町（合併なし） ◎◎市（合併後）

△△町シルバー ◎◎市シルバー
（国庫補助Ｂランク） （非国庫補助団体）

300人、4,000人日 200人、3,000人日

710万円限度額 国庫補助なし

（シルバー単独化後） （シルバー区域拡大後）

△△町シルバー

【運営費補助単価限度額（激変緩和措置なし 】）

運営費補助限度額

市町村合併後 710



【例３２】

【市町村合併前】 ７８１万円（広域） ＋ ０万円 ＝ ７８１万円

△△町（合併なし） □□村（合併前） ○○市（合併前）

△□広域シルバー ○○市シルバー
国庫補助Ｂ×１ １ （非国庫補助団体）（ ． ）

△□ 広域シルバーの
400人、5,000人日 100人、2,000人日活動 区域

781万円限度額 国庫補助なし

（シルバー単独化前） （シルバー区域拡大前）

【市町村合併後】 ７８１万円 → ７１０万円 （７１万円の減）

△△町（合併なし） ◎◎市（合併後）

△△町シルバー ◎◎市シルバー
（国庫補助Ｂランク） （非国庫補助団体）

300人、4,000人日 200人、3,000人日

710万円限度額 国庫補助なし

（シルバー単独化後） （シルバー区域拡大後）

△△町シルバー

【運営費補助単価限度額（激変緩和措置なし 】）

運営費補助限度額

市町村合併後 710



【例３３】

【市町村合併前】 ９９４万円 ＋ ５６０万円 ＝ １，５５４万円

○○市（２市町村合併） △△町（合併前）

○○市シルバー △△町シルバー
国庫補助Ｂ×１ ４ （国庫補助Ｃランク）（ ． ）

800人、6,500人日 140人、3,000人日

994万円限度額 560万円限度額

（激変緩和３年目） （シルバー統合前）

【市町村合併後】 １，５５４万円 → ８７０万円 （６８４万円の減）

□□市（合併後）

□□市シルバー
（国庫補助Ａランク）

940人、9,500人日

870万円限度額

（シルバー統合後）

【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前格付の総額 比較 格付×統合倍率 運営費補助限度額

初年度 1,554 ＜ 1,566 1,554
（前回統合３年目） ( 994 ＋ 560 ) ( 870 × 1.8 )

２年目 1,554 ＞ 1,392 1,392
（前回統合４年目） ( 994 ＋ 560 ) ( 870 × 1.6 )

３年目 1,554 ＞ 1,218 1,218
前回統合緩和終了 ( 994 ＋ 560 ) ( 870 × 1.4 )（ ）

４年目 1,554 ＞ 1,044 1,044
( 994 ＋ 560 ) ( 870 × 1.2 )

５年目 1,554 ＞ 870 870
( 994 ＋ 560 ) ( 870 × 1.0 )



【例３４】

【市町村合併前】 ９９４万円 ＋ ０万円 ＝ ９９４万円

○○市（２市町村合併） △△町（合併前）

○○市シルバー △△町シルバー
国庫補助Ｂ×１ ４ （非国庫補助団体）（ ． ）

800人、6,500人日 140人、3,000人日

994万円限度額 国庫補助なし

（激変緩和３年目） （シルバー統合前）

【市町村合併後】 ９９４万円 → ８７０万円 （１２４万円の減）

□□市（合併後）

□□市シルバー
（国庫補助Ａランク）

940人、9,500人日

870万円限度額

（シルバー統合後）

【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

格付×統合倍率 運営費補助限度額

初年度 870 × 1.4 1,218
（前回統合３年目）

２年目 870 × 1.2 1,044
（前回統合４年目）

３年目 870 × 1.0 870
（ ）前回統合緩和終了



【例３５】

【市町村合併前】 ９９４万円 ＋ １，０６５万円（広域） ＝ ２，０５９万円

○○市（２市町村合併） △△町（合併前） □□村（合併前）

○○市シルバー △□広域シルバー
（ ． ） （ ． ）国庫補助Ｂ×１ ４ 国庫補助Ｂ×１ ５

△□ 広域シルバーの
活動 区域600人、4,500人日 400人、5,000人日

994万円限度額 1,065万円限度額

（激変緩和３年目） （シルバー統合及び単独化前）

【市町村合併後】 ２，０５９万円 → ８７０万円 （１，１８９万円の減）

◇◇市（合併後）

◇◇市シルバー
（国庫補助Ａランク）

1,000人、9,500人日

870万円限度額

（シルバー統合及び単独化後）

【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前格付の総額 比較 格付×統合倍率×単独倍率 運営費補助
限度額

初年度 2,059 ＜ 2,192.4 2,059
（前回統合３年目） ( 994 ＋ 1,065 ) ( 870 × 1.8 × 1.4 )

２年目 2,059 ＞ 1,809.6 1,809.6
（前回統合４年目） ( 994 ＋ 1,065 ) ( 870 × 1.6 × 1.3 )

３年目 2,059 ＞ 1,461.6 1,461.6
前回統合緩和終了 ( 994 ＋ 1,065 ) ( 870 × 1.4 × 1.2 )（ ）

４年目 2,059 ＞ 1,148.4 1,148.4
( 994 ＋ 1,065 ) ( 870 × 1.2 × 1.1 )

５年目 2,059 ＞ 870 870
( 994 ＋ 1,065 ) ( 870 × 1.0 × 1.0 )



【例３６】

【市町村合併前】 １，２１８万円 ＋ ７８１万円（広域） ＝ １，９９９万円

○○市（２市町村合併） △△町（合併前） □□村（合併前）

○○市シルバー △□広域シルバー
（ ． ） （ ． ）国庫補助Ａ×１ ４ 国庫補助Ｂ×１ １

△□ 広域シルバーの
活動 区域600人、8,000人日 400人、3,000人日

1,218万円限度額 781万円限度額

（激変緩和３年目） （シルバー統合及び単独化前）

【市町村合併後】 １，９９９万円 → ８７０万円 （１，１２９万円の減）

◇◇市（合併後）

◇◇市シルバー
（国庫補助Ａランク）

1,000人、10,500人日

870万円限度額

（シルバー統合及び単独化後）

【激変緩和措置による運営費補助単価限度額】

統合前格付の総額 比較 格付×統合倍率×広域なし 運営費補助
限度額

初年度 1,999 ＞ 1,566 1,566
（前回統合３年目） ( 1,218 ＋ 781 ) ( 870 × 1.8 × 1.0 )

２年目 1,999 ＞ 1,392 1,392
（前回統合４年目） ( 1,218 ＋ 781 ) ( 870 × 1.6 × 1.0 )

３年目 1,999 ＞ 1,218 1,218
前回統合緩和終了 ( 1,218 ＋ 781 ) ( 870 × 1.4 × 1.0 )（ ）

４年目 1,999 ＞ 1,044 1,044
( 1,218 ＋ 781 ) ( 870 × 1.2 × 1.0 )

５年目 1,999 ＞ 870 870
( 1,218 ＋ 781 ) ( 870 × 1.0 × 1.0 )


